
薩摩川内市建築確認審査等手数料一覧 令和７年４月１日（抜粋）

手　数　料

１０，０００円

１９，０００円

３０，０００円

４３，０００円

５７，０００円

８３，０００円

２００平方メートル未満 １３，０００円

２００平方メートル以上 １４，０００円

３００平方メートル未満 ２４，０００円

３００平方メートル以上 ３８，０００円

１１，０００円

６，６００円

工作物 １１，０００円

７，２００円

４，５００円

工作物 ６，９００円

１８，０００円

２５，０００円

３５，０００円

４７，０００円

６４，０００円

８８，０００円

５，５００円

７，５００円

１０，０００円

１６，０００円

１１，０００円

　工作物 １３，０００円

３００平方メートル未満 ９５，０００円

３００平方メートル以上 １５５，０００円

３００平方メートル未満 ２３９，０００円

３００平方メートル以上 ３８４，０００円

２００平方メートル未満 ３９，０００円

２００平方メートル以上 ４３，０００円

２００平方メートル未満 ３０，０００円

２００平方メートル以上 ３２，０００円

３００平方メートル未満 ７８，０００円

３００平方メートル以上 １２６，０００円

３００平方メートル未満 ５９，０００円

３００平方メートル以上 ９５，０００円

非住宅＋共同住宅等

対応する上表の額の２分の１

千円未満切り捨て

５０，０００円

２８，０００円

３６，０００円

１２１，０００円

確認書等　有　１７，０００円

確認書等　無　５２，０００円

確認書等　有　１７，０００円

確認書等　無　５２，０００円

４，５００円

４，５００円

適合証　　有　６，８００円

適合証　　無

標準計算法　３９，０００円

仕様基準　２１，０００円

仕様・計算併用　３０，０００円

対応する上表の額の２分の１

千円未満切り捨て

適合証　　有　６，８００円

適合証　　無

標準計算法　３９，０００円

仕様基準　２１，０００円

仕様・計算併用　３０，０００円

対応する上表の額の２分の１

千円未満切り捨て

複合建築物

非住宅

一戸建て住宅

長期優良住宅普及促進法第９条第１項　　長期優良住宅建築等計画の譲受人決定の変更認定申請

長期優良住宅普及促進法第１０条　　長期優良住宅建築等計画の地位の承継承認申請

法第４３条第２項第１号　　認定申請

法第４３条第２項第２号　　許可申請

法第８５条第６項　　仮設建築物の建築制限適用除外に係る許可申請

長期優良住宅普及促進法第５条第１項から第５項　長期優良住宅建築等計画の認
定申請（一戸建て住宅）

長期優良住宅普及促進法第８条第１項　長期優良住宅建築等計画の変更認定申請
（一戸建て住宅）

建築確認完了検査済証明　道路位置指定証明
長期優良住宅建築等計画認定証明　低炭素建築物新築等計画認定証明

都市の低炭素化促進法第５３条第１項
低炭素建築物新築等計画の認定申請（一戸建て住宅200㎡未満）

都市の低炭素化促進法第５５条第１項　低炭素建築物新築等計画の変更認定申請
（一戸建て住宅200㎡未満）

１通につき　　２００円

対応する上表の額

完了検査
１，０００平方メートル超

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下

２００平方メートルを超え　　５００平方メートル以下

１００平方メートルを超え　　２００平方メートル以下

３０平方メートルを超え　　１００平方メートル以下

擁壁、広告塔等

省エネ検査

建築物省エネ法１１条１
項・１２条２項
消費性能適合性判定

・変更に係る部分の床面積の２分の１の面積
建築物

・床面積が増加する部分にあっては増加する部分の面積

建築設備（小荷物昇降機以外）

建築設備（小荷物昇降機）

建築物省エネ法第２９条第１項
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請（一戸建て住宅200㎡未満）

建築物省エネ法第３１条第１項　建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定
申請（一戸建て住宅200㎡未満）

計画変更

３０平方メートル以下

共同住宅等

仕様・計算併用法

標準計算法

仕様・計算併用法

標準計算法

標準入力法

モデル建物法

建築物省エネ法１１条２項・１２条３項消費性能適合性変更判定
規則１３条軽微変更書面交付

道路位置指定申請（変更・廃止を含む）

擁壁、広告塔等

建築物

建築設備（小荷物昇降機）

建築設備（小荷物昇降機以外）

１，０００平方メートル超

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下

５００平方メートル以下

件　　　　名

一戸建ての住
宅

共同住宅等

省エネ適判を要
しない省エネ審

査
（仕様基準）

建築設備（小荷物昇降機）

建築設備（小荷物昇降機以外）

建築物
確認申請

１００平方メートルを超え　　２００平方メートル以下

３０平方メートルを超え　　１００平方メートル以下

３０平方メートル以下

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下

２００平方メートルを超え　　５００平方メートル以下

擁壁、広告塔等

１，０００平方メートル超


